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住民税非課税世帯へ 生活支援特別給付金を支給生活支援特別給付金を支給

多子世帯へ
お子さんの一時預かりや病児・病後お子さんの一時預かりや病児・病後
児保育などの費用を補助児保育などの費用を補助

　第２子以降の未就学児を対象に、保育施設の一時預か
り保育、病児・病後児保育、幼稚園在園児の延長保育の
費用を補助します。
　事前に申請が必要です（年度１回）。４月から利用する
場合は、３月３日～ 21日に申請してください。
◇補助額
＊第２子＝費用の半額
＊第３子以降＝費用の全額
※ 同一世帯で最年長の未就
学児を第１子とします。
☆詳しくは、地域支援係へ。

　対象となる世帯は、下水道の基本使用料が免
除されます。
◇ 対象　同居する方全員（世帯が別の方も含む）
の令和６年度住民税が非課税で、次のいずれ
かの交付を受けている方がいる世帯
＊身体障害者手帳１級・２級
＊愛の手帳１度・２度
＊精神障害者保健福祉手帳１級
※ 生活保護受給世帯を除きます。
◇ 申請　該当する手帳を持って、市役所下水道
課へ
※ 既に免除されている場合、申請は不要です。
☆詳しくは、下水道課業務係へ。

下水道基本使用料を免除下水道基本使用料を免除
障害がある方の世帯へ

　原則、次のすべてに該当する世帯に支給します。申
請方法や支給方法は下の図をご覧ください。
＊令和６年12月13日時点で昭島市に住民登録がある
＊世帯全員の令和６年度の住民税均等割が非課税
＊ 住民税均等割課税者に扶養されている方のみの世帯
ではない
※ ６年12月14日以降に世帯構成が変わった場合など、
状況により支給対象となる場合があります。詳しく

は、問い合わせるか、市ホームページを
ご覧ください。
◇支給額　１世帯につき３万円
※ 平成18年４月２日以降に生まれたお子さんを養育し
ている世帯には、お子さん１人につき２万円を加算
します。
☆詳しくは、昭島市住民税非課税世帯生活支援特別給
付金担当☎544-5125へ。

▼申請方法・支給方法

申請は不要です申請は不要です
３月中旬から順次、案内を送付します。
案内に記載の口座へ４月中旬に振り込
みます。
【口座の変更、受給の辞退をするには】
案内に記載の期日までに、申出書（市役
所205会議室で配布／市ホームページか
らダウンロードも可）を〒196-8511　生
活支援特別給付金担当へ提出してくだ
さい。

令和６年度住民税は申告済みですか

令和５年度または令和６年度住民税非
課税世帯等生活支援特別給付金を受給
した世帯ですか

令和６年１月１日時点で昭島市に世帯
員全員の住民登録がありますか
はいはい

いいえいいえ

はいはい

はいはい

いいえいいえ

いいえいいえ

■案内を送付できません。
受給を希望する場合は、４月３日～６月30日（消印有
効）に申請書（※）と必要書類を〒196-8511　生活支援
特別給付金担当へ提出してください。

■３月下旬から順次、申請書を送付します。
住民税を申告のうえ、６月30日（消印有効）までに必
要書類を添えて提出してください。

■３月下旬から順次、確認書を送付します。
６月30日（消印有効）までに、必要書類を添えて提出
してください。

令和６年12月14日～令和７年７月31日生まれのお子
さんも２万円の加算の対象です。
受給を希望する場合は、４月３日～７月31日（消印有
効）に申請書（※）と必要書類を〒196-8511　生活支援
特別給付金担当へ提出してください。

申請が必要です申請が必要です

※ 申請書は４月３日から市役所205会議室で配布するほ
か、市ホームページにも掲載します。


